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一般財団法人つくば市国際交流協会ボランティア・賛助会員登録のご案内

登録カテゴリーのご案内

名称 活動内容

★文化紹介

●病院で外国人が母語で治療や相談ができるよう通訳（英語・中国語・ポルトガル語・スペイン語）

●当協会が主催するイベントにおける、企画立案・準備・運営等の補助（おてつだい）

▲賛助会
●資金面での援助
　・個人：１口　2,000円　・団体：1口　10,000円　・法人：1口　20,000円

★ホームステイ
　ホームビジット

●つくば市、協会が主催または後援する事業及び、その他の非営利団体・機関などから
　依頼があった場合の受け入れ

★日本語講師
●協会が主催する日本語講座での講師　※半年ごとの開講（４月～９月、１０月～３月）
□昼コース：毎週（水曜・木曜）　午前10時～午前12時まで。
□夜コース：毎週（火曜・木曜）　午後7時00分～午後8時00分まで。

●国際交流を目的とした事業等での文化紹介
●姉妹都市、海外諸都市との交流事業等での文化紹介
●市民を対象とした国際理解講座等での文化紹介

●協会が主催する、こども日本語勉強会などにおける指導
　（主に公立小中学校の放課後 2022年度は火曜日、金曜日）
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★通訳･翻訳

●国際交流イベントでの受付・案内における通訳、チラシ等の翻訳など
●姉妹都市など、海外諸都市との交流事業実施に伴う通訳や案内、翻訳など
●外国人住居者への生活支援（災害時通訳・翻訳など）
●外国からの来訪者への案内、情報提供に伴う通訳翻訳業務

★こども日本語
　講師

登録は随時受付けています。登録を希望される方は、登録用紙に必要事項をご記入のうえ、メール，FAX又は直接お申込みくださ
い。

ボランティア：　登録した年度を加えて３年度末（３月３１日）までとなります。期間が満了する前に、事務局より更新等の意思確認をを
おこないます。登録内容の変更（追加・削除）については随時承ります。

賛助会員： 登録から翌3月末まで。

協会の規定に沿ってお支払いします。

ご本人の希望によりいつでも抹消出来ます。
協会がボランティア・賛助会員として不適当であると認めた場合、登録を抹消することがあります。

活動に関する連絡は、原則として電子メールで行います。活動に際しては、登録された方に安心して活動していただけるよう、必要に
応じて協会が負担してボランティア保険等に加入いたします。

協会が取得した個人情報については、通知・連絡・統計・協会事業の案内・保険加入にのみ使用します。



登録条件

通訳・翻訳

文化紹介

ホームステイ
ホームビジット

日本語講座

こども日本語講座

医療通訳

イベントスタッフ

賛助会

※学生は学業に支障がでない程度に限ります。

　●活動に家族全員の理解があり、ゲストの文化や習慣を尊重し暖かく受け入れが出来る家庭

　●単身者以外の家庭

　●日常会話に支障がない程度に外国語の会話・翻訳ができる方

　●15歳（高校1年生）以上の方

　●その国の文化的な背景を含めた紹介ができる程度の得意分野・趣味・スキルがある方

　●語学力や年齢は問いません

【お申し込み・お問い合わせ】
一般財団法人　つくば市国際交流協会

〒305-8555　つくば研究学園1-1-1
　　　　　　　　　　　　　　つくば市役所内
Tel 029-869-7675 Fax 029-869-5356

E-mail：info@inter.or.jp

※各ボランティア養成講座については、協会にお問い合わせ下さい。

　●以下のいずれかの条件を満たす方
１．日本語教育能力検定試験の有資格者
２．大学、専門学校の日本語教育課程修了者
３．日本語講師の経験者
４．協会が主催する※日本語ボランティア講師養成講座受講経験者

　●18歳（大学1年生）以上の方

　●語学力は問いません

　●以下のいずれかの条件を満たす方
１．こどもに対する日本語指導の各種教育課程修了者
２．こどもへの日本語指導経験者
３．協会が主催する※こども日本語指導者研修会修了者

　●18歳（大学1年生）以上の方

　●語学力は問いません

　●協会が主催する※医療通訳ボランティア養成講座を合格した方

　●18歳（大学1年生）以上の方

  ●15歳（高校1年生）以上の方

　●語学力は問いません

　●協会の目的などに賛同していただける方。


